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1．研究背景と目的 

地方自治体が保有するハコモノやインフラは、

高度経済成長期からバブル期までに建設され、老

朽化が課題となっている。しかし、人口減少傾向

を要因とした税収減の予測を踏まえ、地方自治体

は従来の単独建て替えによる解決から施設とサ

ービスの整理を行う「公共施設再編」を実施しな

がら課題を解決している。 

現在の「公共施設再編」におけるハコモノの状

況をみると、現在の資産を削減し、持続的な自治

体経営を見据えるために複数の機能（サービス）

を１つの建物に統合する「複合化」が主たる手法

として用いられているが、既存施設を移転し、複

合化を行った事例では、施設圏域の変化といった

利用者に対する課題が多く生まれている。 

これらの課題は、施設を選定する「施設評価」

の手法が、建物に関する視点であるコストや老朽

化に偏っていることが要因と考える。そこで事業

計画の視点で複合化の施設評価方法を構築する

ことを本研究の主目的とする。本稿は、施設利用

を行う市民の活動の核となる公民館とコミュニ

ティセンターを集会施設として定義し、これらの

施設の複合化事業の際に検討する「対象施設の選

定」「建設地の選定」の２項目における施設評価

の方法を既存の評価に加え、利用者の影響度や都

市構造に関する分析事項を既存の統計資料を援

用した簡便な手法を構築し、その妥当性を実例を

用いて検証する。 

 

2．既往研究と現在の複合施設の実態 

施設評価に関する研究は、堤氏らによる簡易的

な施設評価に関する方法論1）や上森氏らによる

自治体による施設評価の方法論に関する分析2）、

大舘氏3)や堀川氏4)による総量適正化に向けた施

設評価の方法論の構築及び自治体を対象とした

実証実験（シミュレーション）による評価項目の

妥当性を図ったものがある。これらの研究は、公

共施設再編の基本計画の策定や総量適正化に向

けた施設の優先度を決定するための知見として

自治体を対象にした場合、有用である。しかし、

筆者らの実態調査の結果5)から既存の施設評価

に基づいて政策的に整備敷地や機能選択を行っ

ており、市民への影響度を鑑みずに施設を検討し

ている。 

 

3. 研究方法 

本稿は、まず複合施設の課題が事業のどの段階

で生まれているかを分析する。その分析によって

抽出された検討段階で生まれる課題を筆者らの

実態調査の結果と結びつける。そして、課題解決

に向けた評価の視点と評価項目を国土交通省な

どの統計資料から作成し、評価の方法と基準を検

討する。さらに、検討した評価項目をフローによ

る評価手法を構築する。 
最後に、構築された評価方法が妥当であるかを

集会施設を含めた複合施設の実例に当てはめ検

証を行う。これらの結果を踏まえて、複合施設の

建設事業における施設評価の１方法を示す。 
 

4. 課題の要因分析と施設評価の構築 

4.1 複合化事業における課題の要因分析 

一般的な複合化事業のフローを図１に示す。図

から、複合施設の事業は企画段階・計画段階・設

計・建設の順に検討がされている。企画段階では、

公共施設の全体的な方針や優先して事業を進め

るべき施設などが抽出されるため、施設の条件や

内容については計画段階で大方の内容が検討さ

れる。その計画段階のなかで、「対象施設の選定」

と「建設地の選定」は、研究背景で示した現在の

複合施設の課題に深くつながる検討内容である

と考える。そこで、「建設地の選定」及び「機能

の選択」に着目し、施設評価の構築をおこなう。 

4.2 評価の必要な視点と評価項目 

対象施設の検討と建設敷地の検討について、検

討内容によって生まれる課題を既存事例から抽

出し、それらを解決するために必要な評価の視点

及び検討項目を整理すると、図２のようになる。

4.2.1 対象施設の検討で必要な視点 

対象施設の検討は、企画段階で行われた施設評

価から抽出された施設のなかで、複合化の事業対

象となる施設を選定することを行う。そのため、

課題としては、都市計画や利用者に対する課題が
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生まれる。複合施設の実例で生まれた課題をみる

と、「都市への影響」と「除却による影響」の２

つある。これらの課題が生まれる要因として、施

設そのものの評価を先行して行っていることか

ら都市構造などを鑑みずに施設を選定している

ことや老朽化の対策を主軸とした検討や供給側

だけでの検討が要因として挙げられる。 

そこで、課題解決を行うための評価の視点とし

て「都市への影響」では「都市構造の視点」、「除

却による影響」では除却した場合、影響を受ける

のは利用している市民であるため「利用者への影

響」が必要となる。 

4.2.2 建設敷地の検討 

建設敷地の検討は、複合の対象施設が検討され

た後に行う検討事項であり、既存施設の敷地また

は自治体の遊休地に施設が建設できるかを検討

する項目である。そのため、検討で生まれる課題

としては、「法規則への適用」「土地の特性」「移

転による影響」の３つがあがる。これらの課題を

解決するための評価の視点として建築基準法や

都市計画法などの法規制を分析する「法規制の視

点」、実際に施設を建設した際に受ける影響を分

析する「土地の特性」、複合化することで既存施

設の移転が想定されることから対象施設の検討

と同様に「利用者への影響」の視点を持つことが

必要となる。 

4.3 施設評価項目と評価基準の設定 

前項までに整理した評価の視点を踏まえて、評

価項目と評価基準を設定する。今回実施する施設

評価は、自治体が策定する計画に基づいて行う事

業であるため、統計資料等の文献に基づいた簡便

な項目を構築する。 
4.3.1 対象施設の選定における施設評価項目 

対象施設の選定での施設評価項目及び内容や

基準を表１に示す。この段階での評価は、都市構

造や利用者の属性を図ることで課題解決に結び

つくと考え、国土交通省で構築された都市構造に

関する分析手法および自治体で導入されている
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「統合型 GIS等のソフトウェア 6)」「施設白書」

の項目を用いて組み立てる。その結果、「都市構

造の視点」では対象となる施設の圏域を調べる

「施設圏域の状況」と利用者の状況を図る「人口

カバー率」の２項目、「利用者の影響」では、施

設の利用状況を測る「利用状況」、施設を享受す

る市民の存在と施設選択の状況を測る「利用範

囲」「代替可能性」の３項目が生成できる。 
4.3.2 建設敷地の選定における施設評価項目 

建設敷地の選定での評価は、実際に施設が建設

できるかを評価するため、法規則、立地特性とい

った状況分析から行うことが望ましい。そのため、

評価項目は文献などを用いた択一での評価を行

う方法を構築する。その結果、「法規則の視点」

では、「法規制」「建築条件」といった法律に基づ

いて施設の成立が可能であるかを求める項目を

２項目、「土地の特性」では「災害可能性」「施設

規模の妥当性」「移動の利便性」といった状況分

析を行う３項目、「利用者への影響」では、実際

に施設を利用する際に起こり得る影響をインフ

ラの整備状況や学区などの設定区域から求める

「移動経路」という項目が生成できる。 
4.4 施設評価手法の構築 

統計資料等の文献に基づいた簡便な項目を構

築された施設評価項目を用いて、複合化事業にお

ける施設評価の手法を構築する。まず、作成した

評価の重み付け（優先度）の設定を行う。対象施

設の選定は、都市構造の視点と利用者への影響の

2 つの視点で評価を行うが、施設利用を行う利用

者への影響度が高いと本来の公共施設の意味合

いが薄れるため、利用者の影響を優先する。敷地

選定の検討は、法規制、土地の特性、利用者への

影響がある。この場合、法令を遵守することや災

害可能性を鑑みて、法規則＞土地の特性＞利用者

への影響の順に優先度を設ける。 
つぎに通常、施設再編に基づく複合化事業では、

自治体が策定する公共施設等総合管理計画や個

別施設計画などで再編の対象となる施設や建設

が可能な敷地が示され、それらを取捨選択しなが

ら事業計画を構築していく。そのため評価の手法

は、数多ある施設の選定や敷地を評価項目で取捨

選択できるフロー形式で構築することが望まし

いと考える。上記から、評価方法を構築すると、

図３のようになる。この評価は、自治体がまず再

編の対象となる施設を選定していることを前提

としているため、選定していない自治体での適用

は難しいことが課題として挙がる。 
 

5. 評価手法の妥当性の検証 
先の章で構築した施設評価の項目、基準、手法

が妥当であるかを検証するために、集会施設が起

因となった複合化事例をケーススタディ地域と
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して設定し、検証を行う。今回のケーススタディ

で行う施設評価は、実例から多くの課題が生まれ

ている対象施設の検討段階で行うことする。 
5.1 ケーススタディ地域の設定 

ケーススタディの地域は、集会施設（公民館ま

たはコミュニティセンター）の老朽化を起因とし

た複合化事例として筆者らのアンケートで抽出

された W 市及び F 市の一部地域を設定する。こ

れらの事例の事業結果を図４に示す。 
5.2 ケーススタディの結果 

ケーススタディの結果を図５に示す。図から、

今回のケーススタディ事例を踏まえて、構築した

施設評価手法を用いた結果、小学校の学区を施設

圏域としている F 市においては同様の施設を選

択することができたが、中学校の学区を施設圏域

としている W 市においては、実際の事例より多

くの施設を選択された。他にも施設圏域は、駅勢

圏なども存在するため、今後どの施設圏域で分析

を行うべきかなど検証を進めることが必要とな

る。 
 

6. まとめ 

本稿における研究結果を以下にまとめる。 
• 現行の集会施設を含めた複合施設の課題

の要因を事業の段階で抽出すると、計画

段階に起因している。これらの課題を解

決するための評価の視点は、「対象施設の

検討」で２つ、「建設敷地の検討」で３つ

の視点が生成された。 
• 課題から生成された評価の視点から11項

目の施設項目を作成することができた。

これらの評価項目は、統計資料をもとに

作成できる項目であるため、新たな実態

調査などの必要がない簡便な項目となっ

ている。 
• 作成した施設評価の項目を事業での考え

方を踏まえ、項目の優先度と評価手法を

構築することができた。しかし、この評価

手法は、再編の対象となる施設をあらか

じめ設定する必要があることや圏域によ

って、事業の対象施設の選定数が異なる

ことがわかった。今後は、施設圏域の際に

よる評価の妥当性などを検証する必要が

ある。 
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